
議案  第 号

(総    則)
第１条

(収益的収入及び支出の補正)
第２条

水道事業費用 千円 千円
営業費用 千円 千円

(債務負担行為)
第３条   債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

令和７年１２月５日提出
うきは市長 権 藤  英 樹

８４

令和7年度うきは市簡易水道事業会計補正予算(第1号)

  令和7年度うきは市簡易水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

  収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
支             出

( 科 目 ) ( 既 決 予 定 額 ) ( 補 正 予 定 額 ) ( 計 )
第２款 62,506 300 千円 62,806

第１項 52,789 300 千円 53,089

水質検査手数料 1,490 千円

事項 期間 限度額
令和７年度から
令和８年度まで
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(単位：千円)
補正前の額 補正額 計

2 水道事業費用 62,506 300 62,806
1 営業費用 52,789 300 53,089

1 浄水及び給水費 7,344 300 7,644 13 光熱水費 300

令和7年度    うきは市簡易水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出
支                    出

款 項 目 説                                  明
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